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＜参考＞ 

１．国際勧告等との関連 

 本標準は、１９９８年１１月ＩＴＵ－Ｔにおいて承認された勧告Ｆ．８５３に準拠している 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

な し 

 

2.2 ナショナルマター項目 

な し 

 

2.3 上記国際勧告より削除した項目 

な し 

 

2.4 その他 

   な し 

 

３．改版の履歴 
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４．工業所有権 

 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧に

なれます。 
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１．総論

1.1　規定範囲

　この標準はＵＰＴ環境における付加サービスのサービス記述と動作を規定することを目的とする。

　本標準で記述されるサービスの概要は、決められた技術的実装に依存しない。いくつかのサービスは開

発とサポートする技術の展開に依存し実現される。（たとえば、インテリジェントネットワークで実現さ

れる異なる能力セット）

　また、この標準はＵＰＴの一部／ＵＰＴの付加サービスと、特定のアクセス（固定もしくは移動）にお

ける付加サービスとの相互作用の情報も規定する。これは３章に含む。

1.2　概要

1.2.1 サービス定義

　ＵＰＴ環境における付加サービスは３つに分類される。

ａ）　ＵＰＴに特定された付加サービスはＵＰＴ範囲内でのみ適用する。この付加サービスの例としては

ＵＰＴ番号表示と制限である。

ｂ）　ＩＳＤＮ付加サービスはＴＴＣのＩシリーズ標準で定義されている。いくつかのＩＳＤＮ付加サービ

スはＵＰＴ環境でも使用できるが、本標準で記述されるＵＰＴオプションとしての変更が必要となる。

ｃ）　ＵＰＴの一部として元からサポートされるＩＳＤＮ　Ｉシリーズ標準で定義されている付加サービ

スは、ＵＰＴのための付加サービスとして考慮されない。

　表１はこの標準の第一段階として考慮される項目であるｂ）とｃ）の付加サービスの概要を示す。

　これらのサービスに対するサービス定義の要約は２章にある。

表１－ＩＳＤＮサービスとＵＰＴへの適用性

ＩＳＤＮ付加サービス ＴＴＣ標準 サービス定義の変更によ

りＵＰＴに適用できる

ＵＰＴの一部として元から

サポートされるサービス

発信者番号通知 ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅲ］ Ｘ

発信者番号通知制限 ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅳ］ Ｘ

接続先番号通知 ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅴ］ Ｘ

接続先番号通知制限 ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅵ］ Ｘ

発信者名通知 ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅸ］ Ｘ

発信者名通知制限 ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅹ］ Ｘ

無条件着信転送 ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅳ］ Ｘ

ビジー時着信転送 ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅱ］ Ｘ

無応答時着信転送 ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅲ］ Ｘ

着信不可時着信転送 なし Ｘ

コールウェイティング ＪＴ－Ｉ２５３［Ⅰ］ Ｘ

イクスプリシット・

コールトランスファ

ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅶ］ Ｘ

三者通話 ＪＴ－Ｉ２５４［Ⅱ］ Ｘ

会議通話 ＪＴ－Ｉ２５４［Ⅰ］ Ｘ

ミート・ミー ＪＴ－Ｉ２５４［Ⅴ］ Ｘ
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保留 ＪＴ－Ｉ２５３［Ⅱ］ Ｘ

優先割り込み ＪＴ－Ｉ２５５［Ⅲ］ Ｘ

1.2.2　認証情報の網転送

　ＵＰＴ契約者が有線端末から呼を起動したとき、回線番号とＵＰＴユーザ番号は網の起点から終点へ送

られる。同様に、ＵＰＴ契約者が有線端末に着信した呼を受信したとき、終点の回線番号と受信したＵＰ

Ｔユーザの番号は網の起点へ送られる。社会の安寧の要求、例えば緊急通話と、いくつかの付加サービス、

例えば、発信者番号通知、接続先番号通知及び、悪意呼通知をサポートするために必要である。

　その認証情報は許可されたエンドユーザ、例えば緊急センタへ転送される場合がある。そして、その情

報はネットワークエンティティの外には送られない場合もある。

　無線端末が含まれた場合は、その端末の無線ネットワークアドレスが回線番号と置き換わる。

　回線とユーザ情報の転送は国家規則に従うことに注意する。

1.2.3　相互作用

　ＵＰＴ環境と付加サービスを考慮すると、相互作用において３つの異なった形態がある。

ａ）　ＵＰＴの一部とＵＰＴ環境外の付加サービス（特定のアクセスで予約される付加サービス）との相

互作用

ｂ）　ＵＰＴ環境における（ＵＰＴユーザのサービスプロファイルにおける）付加サービスとＵＰＴ環境

外における（特定のアクセスで予約される）付加サービスとの相互作用

ｃ）　付加サービスとＵＰＴ環境におけるＵＰＴの一部の付加サービス（すなわち、付加サービスとＵＰ

Ｔサービスプロファイルの一部）との相互作用

　相互作用はこの標準の３章で扱われる。

1.2.4　参照

　本文章で参照することで、下記のＴＴＣ標準および規定を含む他の参照物が本標準の規定の構成要素と

なる。出版の際の記述されている版数が有効である。すべての標準と他の参照物は改訂版に従う、それゆ

え、この標準の利用者は、以下に示された標準および他の参照物において適用できる最新版を調査するこ

ととなる。

　最新で有効なＴＴＣ標準のリストは出版されている。

ＪＴ－Ｆ８５１ ＵＰＴサービスの解説（サービスセット１）

ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅲ］ 発信者番号通知

ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅳ］ 発信者番号通知制限

ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅴ］ 接続先番号通知

ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅵ］ 接続先番号通知制限

ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅸ］ 発信者名通知

ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅹ］ 発信者名通知制限

ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅳ］ 無条件着信転送
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ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅱ］ ビジー時着信転送

ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅲ］ 無応答時着信転送

ＪＴ－Ｉ２５３［Ⅰ］ コールウェイティング

ＪＴ－Ｉ２５２［Ⅶ］ イクスプリシット・コールトランスファ

ＪＴ－Ｉ２５４［Ⅱ］ 三者通話

ＪＴ－Ｉ２５４［Ⅰ］ 会議通話

ＪＴ－Ｉ２５４［Ⅴ］ ミート・ミー

ＪＴ－Ｉ２５３［Ⅱ］ 保留

ＪＴ－Ｉ２５５［Ⅲ］ 優先割り込み

1.3　定義と用語

　ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｆ８５１参照

２．サービス定義概要

2.1　ＵＰＴ特有の付加サービス

2.1.1　着信不可時着信転送

　ＵＰＴユーザの登録がされている移動端末が「着信不可」状態にあるとき、ＵＰＴユーザの機能により、

その着信呼は別の番号へ転送される。

2.1.2　着信不可時選択着信転送

　ＵＰＴユーザの登録がされている移動端末が「着信不可」状態にあるとき、ＵＰＴユーザの機能により、

特定の発信者からの着信呼が、別の番号へ転送される。発信者の認証は、ＵＰＴユーザに前もって登録さ

れた回線情報、および／もしくは、発信者によって入力されたパスワードで行われる。

2.1.3　特別呼表示

　特別呼表示は、発信者がＵＰＴユーザに発信したときに、その呼が、状態の変化やいくつかの局面（「警

報」、「業務用の呼」、等）を表す特別な識別子を持つ呼であることを、表現することができる機能であ

る。すべての特別な識別子を持つ呼は、その識別子毎に異なる取り扱いがなされ、着信者は、着信側の機

能を用いて、その取り扱いを定義する。（例えば、業務用の呼はＵＰＴユーザの家庭用の電話には接続さ

れない、また、警報呼はＵＰＴユーザの特別な電話リストに基づいて発信される）。

2.1.4　着信者識別呼出

　端末または回線が異なる呼び出しパターンを持つことで、ＵＰＴ呼を着信したときに、典型的な呼では

ないこと、すなわち、ＵＰＴ呼であることをユーザに示すことができる。

2.2　ＩＳＤＮサービス標準のＵＰＴ適用

2.2.1　ビジー時着信転送

　ＵＰＴユーザが登録されている着信先がビジー状態であったとき、ＵＰＴユーザの機能により、その着

信呼は別の番号に転送される。

2.2.2　ビジー時選択着信転送

　ＵＰＴユーザが登録されている着信先がビジー状態にあるとき、ＵＰＴユーザの機能により、特定の発

信者からの着信呼は、別の番号に転送される。発信者はＵＰＴユーザによって前もって登録された発信回
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線情報、および／もしくは、発信者によって入力されたパスワードで認証される。

2.2.3　無応答時着信転送

　ＵＰＴユーザが登録されている着信先がタイムアウトＴ（すなわち、２０秒）以内に応答しなかったと

き、ＵＰＴユーザの機能により、その着信呼は別の端末に転送される。

2.2.4　無応答時選択着信転送

　ＵＰＴユーザが登録されている着信先がタイムアウトＴ（すなわち、２０秒）以内に応答しなかったと

き、ＵＰＴユーザの機能により、特定の発信者からの着信呼は、別の端末に転送される。発信者はＵＰＴ

ユーザによって前もって登録された発信回線情報、および／もしくは、発信者によって入力されたパスワ

ードで認証される。

2.2.5　呼毎着信転送

　ＵＰＴユーザの機能により、着信したＵＰＴ呼は別の番号へ直ちに転送される。

2.2.6　着信呼スクリーニング

　ＵＰＴユーザの機能により着信呼は制限される。スクリーニングの基準はＵＰＴサービスプロファイル

の中にあるパスワード、発信地域、発信回線情報等が、スクリーニングリストに記録されている。スクリ

ーニング基準によって接続できない呼は接続されないか、又は、他の番号、又は、メールボックスに接続

される。

　着呼禁止は着信呼スクリーニングに含まれる。

2.2.7　発信呼スクリーニング

　ＵＰＴユーザの機能により発信呼を制限する。制限の基準はＵＰＴサービスプロファイルのスクリーニ

ングリストに記録されているものと、特定のプレフィックス、着信先地域、日付／時間等である。スクリ

ーニング基準によって発信が許容されない呼がある場合、メッセージを用いるなどして、発信者に対し通

知し、拒否される。

　発呼禁止は発信呼スクリーニングに含まれる。

2.3　Ｉシリーズ標準から適応できる付加サービス定義

2.3.1　発信者番号通知

　発信者番号通知は、発信者の番号を着信者に通知する、着信者に提供される付加サービスである。発信

者がＵＰＴユーザの時は、発信者番号はＵＰＴ番号となる。

　発信番号通知は発信者番号通知に含まれる。

2.3.2　発信者番号通知制限

　発信者番号通知制限は、発信者の番号を着信者に通知することを制限する、発信者に提供される付加サ

ービスである。発信者がＵＰＴユーザの時は、端末の番号とＵＰＴ番号共に通知制限される。

　発信番号通知制限は、発信番号通知制限に含まれる。

2.3.3　接続先番号通知

　接続先番号通知は、接続相手の回線番号を発信者に提供する、発信者に提供される付加サービスである。

着信者がＵＰＴユーザの時は、接続先番号はＵＰＴ番号であり、実際に接続されている回線／移動端末の
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番号ではない。

　接続者情報通知は接続先番号通知に含まれる。

2.3.4　接続先番号通知制限

　接続先番号通知制限は、接続相手の番号を発信者に通知することを制限する、着信者に提供される付加

サービスである。着信者がＵＰＴユーザの時は、ＵＰＴ番号と実際の回線／移動端末の番号共に通知制限

される。

　接続者情報通知制限は接続先番号通知制限に含まれる。

2.3.5　発信者名通知

　発信者名通知は、発信者に関連する名前情報を着信者に通知する、着信者に提供される付加サービスで

ある。

2.3.6　発信者名通知制限

　発信者名通知制限は、発信者に関連する名前情報を着信者に通知することを制限する、発信者に提供さ

れる付加サービスである。

2.3.7　コールウェイティング

　コールウェイティングは、ＵＰＴユーザに着信する呼がビジーになった場合、その呼が待機中であるこ

との通知をＵＰＴユーザが受けられる付加サービスである。そのとき、ユーザは待機中の呼を受け入れる、

拒否するまたは無視するかの選択ができる。

2.3.8　イクスプリシット・コールトランスファ

　イクスプリシット・コールトランスファは、発信でも着信でもかまわない２つの呼を持つＵＰＴユーザ

が、２つの呼の相手同士を接続することができる付加サービスである。

2.3.9　三者通話

　三者通話は、ＵＰＴユーザが三者通話、すわなちＵＰＴユーザと他の二者が同時に会話できる付加サー

ビスである。

2.3.10　会議通話

　会議通話は、ＵＰＴユーザが複数の相手と同時に会話できる、または相互に会話できる付加サービスで

ある。ＵＰＴユーザは会議を開催し、会議に参加させるため会議参加者に発呼する。

2.3.11　プリセット（未標準）

　プリセットは、ＵＰＴユーザがネットワークに蓄積されている事前に登録されている会議参加者との会

議をすぐに開催できる付加サービスである。ユーザがプリセット会議を要求する毎に、会議は同時に開催

される。

2.3.12　ミート・ミー

　ミート・ミーは、二者またはそれ以上の相手との呼をＵＰＴユーザが手配することができる付加サービ

スである。それぞれのユーザは、会議に接続するために会議番号をダイヤルする。
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2.3.13　保留

　保留は、ＵＰＴユーザが新たに発信する、または着信に応答するために、現在の呼における通話を中断

でき、その後に希望すれば、元の通話を再開することができる付加サービスである。

2.3.14　優先割り込み

　優先割り込みは、優先付けされた呼を扱うことができる付加サービスである。本サービスは優先付けと

先取りの２つがある。優先は呼に優先レベルを割り付けることを含む。先取りは、優先度の高い呼に使用

できる空きリソースが無い場合に優先度の低い呼が使用するリソースを捕捉することを含む。優先割り込

みをサポートしないネットワークのユーザは本サービスの影響を受けない。本サービスに加入していない

ユーザは本サービスの影響を受けない。

2.3.15　悪意呼通知

　悪意呼通知は、ＵＰＴユーザがネットワークに対し発信者を明らかにすることと、ネットワークに登録

することを要求できる、着信者に提供される付加サービスである。

2.3.16　話中時再呼出し

　話中時再呼出しは、着信先がビジーである場合、ビジーであった着信先の回線が空きになった時に、発

信者であるＵＰＴユーザに通知し、再度着信先に発信する付加サービスである。

2.3.17　無応答時再呼出し

　無応答時再呼出しは、着信先が呼の応答を返さない場合、その後着信先が通信を始めて終了し、回線が

空きになった時に、発信者であるＵＰＴユーザに通知し、再度着信先に発信する付加サービスである。

３．ＵＰＴ環境での付加サービスとラインオーナの付加サービスとの相互作用記述

　本章では、相互作用について以下の原則を考慮に入れている。

－ ＵＰＴユーザは自らのサービスと呼を制御できる。

－ アクセスラインの所有者は自らのサービスと呼を制御できる。

－ 呼とサービスの費用は正しく契約者それぞれに課せられる。

　ＵＰＴサービスについての一般的な仮定は

ａ）ＵＰＴサービス事業者は、ＵＰＴサービスの中でその付加サービスを実行し、ＵＰＴユーザから、ま

たはユーザへの全ての呼はＵＰＴサービスの制御の元に扱われる。

ｂ）呼が疎通するネットワークは、ＵＰＴ呼のやりとりについてＵＰＴサービスであることを通知できる

（たとえばビジー状態）。

3.1　コール・ウェイティング

　ラインオーナとＵＰＴユーザの付加サービス間の相互作用。

　ＵＰＴユーザは着呼登録や発呼登録、もしくはその両方が行われていると仮定する。
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シナリオ１：ラインオーナがコール・ウェイティングに加入して、ＵＰＴユーザは未加入

ラインオーナに着信 ＵＰＴユーザに着信

ラインオーナが通話中 コールウェイティング信号１が回線に

提供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

コールウェイティング信号が回線に提供

される。

発信者はビジートーンを受ける。

ＵＰＴユーザが通話中 コールウェイティング信号１が回線に

提供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

コールウェイティング信号が回線に提供

される。

発信者はビジートーンを受ける。

シナリオ２： ＵＰＴユーザがコール・ウェイティングに加入して、ラインオーナは未加入

ラインオーナへの着信 ＵＰＴユーザへの着信

ラインオーナが通話中 コールウェイティング信号が回線に提

供される。

発信者はビジートーンを受ける。

コールウェイティング信号２が回線に提

供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

ＵＰＴユーザが通話中 コールウェイティング信号が回線に提

供される。

発信者はビジートーンを受ける。

コールウェイティング信号２が回線に提

供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

シナリオ３：ラインオーナ、 ＵＰＴユーザ共にコール・ウェイティングに加入

ラインオーナへの着信 ＵＰＴユーザへの着信

ラインオーナが通話中 コールウェイティング信号１が回線に

提供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

コールウェイティング信号２が回線に提

供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

ＵＰＴユーザが通話中 コールウェイティング信号１が回線に

提供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

コールウェイティング信号１が回線に提

供される。

発信者はリングバックトーンを受ける。

3.2　ビジー時着信転送－ラインオーナとＵＰＴユーザの付加サービスの相互作用

　ＵＰＴユーザは着呼登録や発呼登録、もしくはその両方が行われていると仮定する。

シナリオ１：ラインオーナはビジー時着信転送に加入し、ＵＰＴユーザは加入していない

ラインオーナに着信 ＵＰＴユーザに着信

ラインオーナが通話中 呼は転送される 発信者はビジートーンを受ける

ＵＰＴユーザが通話中 呼は転送される 発信者はビジートーンを受ける

シナリオ２：ＵＰＴユーザはビジー時着信転送に加入し、ラインオーナは加入していない。

ラインオーナに着信 ＵＰＴユーザに着信

ラインオーナが通話中 発信者はビジートーンを受ける 呼は転送される（ＵＰＴサービス

による）

ＵＰＴユーザが通話中 発信者はビジートーンを受ける 呼は転送される（ＵＰＴサービス

による）
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シナリオ３：ラインオーナもＵＰＴユーザもビジー時着信転送に加入している。

ラインオーナに着信 ＵＰＴユーザに着信

ラインオーナが通話中 呼は転送される 呼は転送される（ＵＰＴサービス

による）

ＵＰＴユーザが通話中 呼は転送される 呼は転送される（ＵＰＴサービス

による）

　ここで説明した、ビジー時着信転送におけるラインオーナとＵＰＴユーザの間の特別な相互作用は、着

信不可時着信転送、着信不可時選択着信転送、ビジー時選択着信転送、無応答時着信転送、無応答時選択

着信転送、呼毎着信転送にも適用される。すなわち、これらにおいては、着信側にのみ基づいて転送が行

われ、表に示したような相互作用がある。

3.3　発信者番号通知／発信者番号通知制限－ラインオーナとＵＰＴユーザの付加サービスの相互作用

（１）ＵＰＴ発信呼において、発信側のＵＰＴ番号は発信者番号通知により着信者に通知される。発信者

の回線番号は着信者に通知されない。

（２）発信側のラインオーナの発信者番号通知制限は、ＵＰＴ呼ではない発信呼に対し、発信側の回線番

号が着信者に通知されないことを保証する。

（３）発信側のＵＰＴユーザの発信者番号通知制限は、ＵＰＴ番号が着信者に通知されないことを保証す

る。（１）に対応して、ＵＰＴ発信呼において、発信側の回線番号は通知されない。（ＵＰＴユーザ

の発信者番号通知制限によるものではない）

発信者のサービス発信呼の種類

発信者番号通知制限無し 発信者番号通知制限有り

ＵＰＴ発信呼

（回線番号は通知されない）

着信者が発信者番号通知に加入

していた場合、ＵＰＴ番号が通知

される。

たとえ着信者が発信者番号通知

に加入していた場合でも、ＵＰＴ

番号は通知されない。

ＵＰＴ発信呼ではない場合

（ＵＰＴ番号は通知されない）

着信者が発信者番号通知に加入

していた場合、回線番号が通知さ

れる。

たとえ着信者が発信者番号通知

に加入していた場合でも、回線番

号は通知されない。

　ＵＰＴユーザとラインオーナの発信者名通知／発信者名通知制限の相互作用は、発信者番号通知／発信

者番号通知制限と同じ原則に従う。

3.4　接続先番号通知／接続先番号通知制限－ラインオーナとＵＰＴユーザの付加サービスの相互作用

（１）この呼の最後の宛先として用いられる番号は、接続先番号として発信元に表示される番号である。

例えば

　ａ）ＵＰＴユーザ宛ての呼が、現在登録されているネットワークに単純に接続された場合、最初の宛先

であるＵＰＴ番号が接続先番号となる。

　ｂ）ＵＰＴユーザ宛ての呼が、ネットワークの（ユーザによって明確に指定された）他のＵＰＴユーザ

に転送された場合、最後のＵＰＴユーザの番号が接続先番号となる。

　ｃ）ＵＰＴユーザ宛ての呼が、ネットワークの（ユーザによって明確に指定された）ＵＰＴではない回

線番号に転送された場合、回線番号が接続先番号となる。

　　接続先番号は１つだけが表示される。
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（２）接続されたラインオーナが接続先番号通知制限に加入している場合、接続先の回線番号は発信者に

通知されない。接続されたＵＰＴユーザが接続先番号通知制限に加入していた場合、接続先のＵＰＴ

番号は発信者に通知されない。

接続された側のサービス接続先の呼の種類

接続先番号通知制限無し 接続先番号通知制限有り

ＵＰＴによる着信呼

（接続先の回線番号は通知され

ない）

発信者が接続先番号通知に加入

していた場合、ＵＰＴ番号が通知

される。

たとえ発信者が接続先番号通知

に加入していた場合でも、ＵＰＴ

番号は通知されない。

回線番号による着信呼

（接続先のＵＰＴ番号は通知さ

れない）

発信者が接続先番号通知に加入

していた場合、回線番号が通知さ

れる。

たとえ発信者が接続先番号通知

に加入していた場合でも、回線番

号は通知されない。

公共の利益、例えば法律の執行による権限や、悪意呼通知の中で悪意呼とされる場合においては、発信

者番号通知制限や接続先番号通知制限は無効になり、通知制限された番号は通知される。これらの場合に

対象となるＵＰＴ番号と回線／端末番号の両方が通知される。

3.5　話中時再呼出－ラインオーナとＵＰＴユーザの付加サービスの相互作用

　話中時再呼出の着側において、ラインオーナとＵＰＴユーザの間に、特別な相互作用は存在しない。ど

ちらかのユーザにより回線／端末がビジーで、発信者が話中時再呼出を起動した場合、話中時再呼出は、

回線／端末が空きになるまで待つ。このことから、話中時再呼出は、場所に依存しない番号を提供される

ことを想定している。

　同様に無応答時再呼出にも相互作用はない。

3.6　優先割り込み－ラインオーナとＵＰＴユーザの付加サービスの相互作用

　発信呼に割り当てられる優先度は、ラインオーナが発信した場合にはラインオーナに関連づけられた優

先度で、またＵＰＴユーザが発信した場合にはＵＰＴユーザに関連づけられた優先度が割り当てられ、割

り込みが正確に適用される。ラインオーナもしくはＵＰＴユーザが優先割り込みに加入していない場合、

それらの呼は割り込まれない。

3.7　イクスプリシット・コールトランスファ－ラインオーナとＵＰＴユーザの付加サービスの相互作用

　ＵＰＴ呼の着信：ラインオーナのイクスプリシット・コールトランスファは中断される。中断されない

場合、転送された呼の料金はＵＰＴユーザに課金される。

　ＵＰＴのイクスプリシット・コールトランスファは、ＵＰＴサービスノードに実装されるべきであり、

またその時ＵＰＴ呼のみを扱う。ＵＰＴユーザとラインオーナのコールトランスファの間に、特別な相互

作用はない。

3.8　ＵＰＴ環境における他の付加サービスの相互作用

　コールウェイティングとビジー時着信転送

・ コールウェイティングとビジー時着信転送が両方とも加入されており、活性化されている時は、ビジ

ー時着信転送が関連する着信に対して優先する。

・ 着信者（ラインオーナであるか、ＵＰＴユーザであるか）が特定の付加サービス加入している場合の

み、着信呼にそれぞれの付加サービスを適用することは妥当である。
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